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被害の回復、拡大防止等に関する情報の提供

警察に対する要望・相談等の聴取

防犯上の指導連絡

❷ 精神的被害の回復への支援

カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置

精神科医や民間のカウンセラーとの連携

犯罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度

各種相談窓口の設置

カウンセリング体制の整備

犯罪被害者に対応するカウンセラー（被害者は模擬）

安心な社会を創るための匿名通報ダイヤル 

匿名通報ダイヤル 0120-924-839
ウェブサイト https://www.tokumei24.jp
（スマートフォン対応可）

●犯罪被害給付制度の運用状況

3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

　犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人などの故意の犯
罪行為により、亡くなられた犯罪被害者のご遺族（第
一順位遺族）や重傷病を負い、又は身体に障害が残っ
た犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づ
き、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、
経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
　この制度は、通り魔殺人事件被害者のご遺族、犯罪
被害者学の研究者、弁護士会等から公的な犯罪被害者
補償制度の確立の必要性が主張され、さらに、昭和49
年8月30日に発生した三菱重工ビル爆破事件（死者8
人、負傷者380人）などを契機として、国会、マスコミ
などで大きく論議されたことにより、犯罪被害者補償
制度の確立を求める声が高まったことを踏まえ、昭和
55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定
され、昭和56年1月1日から施行されたものです。
　その後、重傷病給付金の創設や支給要件の緩和、親
族間犯罪に係る減額・不支給事由の見直しなど、法令
改正により、犯罪被害給付制度の拡充が図られ、令和
元年度は、316人の犯罪被害者等に対し、約10億
2,900万円の支給裁定を行いました。

● 対象となる犯罪被害
　本制度による給付金の支給の対象となる犯罪は、日
本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空
機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に
当たる犯罪行為（過失犯を除く。）による死亡、重傷病
又は障害であり、緊急避難による行為、心神喪失者又
は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が
罰せられない場合も、対象に含まれます。

犯罪被害給付制度

❸ 経済的負担の軽減に資する支援

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

　国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外に
おいて不慮の犯罪被害を受けた被害者等に対
して、国が弔慰金や見舞金を支給するもので
す。具体的には、国外において犯罪被害を受け
死亡した日本国民（日本国外の永住者を除
く。）の遺族（犯罪行為の発生時、日本国籍を
有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を
除く。）に対して国外犯罪被害弔慰金（200万
円）を、障害（障害等級第一級相当）を負った日
本国民に対して国外犯罪被害見舞金（100万
円）をそれぞれ支給することとしています。
　また、本制度の対象となる犯罪被害は、日本
国外において行われた人の生命又は身体を害
する行為（※）のうち、当該行為が日本国内にお
いて行われた場合に、日本国の法令によれば罪
に当たるもの（正当行為、正当防衛及び過失は
除く。）による死亡又は障害です。
　国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようと
する方は、都道府県公安委員会に申請して支給
の裁定を受ける必要がありますが、日本国内に
住所を有していない方については、領事官経由
で申請することも可能です。
※　日本国外にある日本船舶又は日本航空機
内において行われたものは本制度の対象では
なく、犯罪被害給付制度の対象となります。
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 ❶ 相談・捜査の過程における犯罪被害者への配慮及び情報提供

犯罪被害者に対応するカウンセラー（被害者は模擬）

　交番等の地域警察官は、その受持ち地区に居住する
犯罪被害者の再被害を予防し、その不安感を解消する
ため、犯罪被害者の要望に基づき訪問・連絡活動を実施
しています。
　この訪問・連絡活動では、

などを行っています。また、犯罪被害者の要望を受け、周
辺のパトロールや女性警察官による訪問・連絡活動を行
っています。

　警察では、住民からの各種要望及び相談に応じる総合
窓口を警察本部に設置しています。電話による相談に
ついても、全国統一番号の相談専用電話「＃9110番」
を設置しており、警察本部の相談総合窓口につながるよ
うになっています。また、このような総合的な相談に加
え、犯罪被害者のニーズに応じて、性犯罪相談、少年
相談、消費者被害相談等個別の相談窓口を設けていま
す。

　犯罪により大きな精神的被害を受けた犯罪被害者に
対しては、心理学的立場からの専門的なカウンセリング
が必要となることがあります。そこで、警察では、その精
神的被害を軽減するため、

などにより、犯罪被害者のための相談・カウンセリング体
制を整備しています。
　また、被害少年に対しては、専門職員（少年補導職員）
が部外専門家等の助言を受けながら、カウンセリングを
実施しています。

安心な社会を創るための匿名通報ダイヤル 
　平成19年10月１日から、被害者本人からの申告が期
待しにくく、被害が潜在化しやすい犯罪を早期に認知して
検挙に結び付けるため、警察庁の委託を受けた民間団体
が、一定の犯罪等に係る通報を匿名で受け付け、有効な
通報を行った者に対して情報料を支払う「匿名通報ダイ
ヤル」を運用しています。
　現在は、暴力団が関与する犯罪、犯罪インフラ、薬物・拳
銃事犯、特殊詐欺、少年福祉犯罪、児童虐待事案、人身取
引事犯などを通報対象事案として、犯人の検挙や被害者
の早期保護に役立てています。

匿名通報ダイヤル 0120-924-839
ウェブサイト https://www.tokumei24.jp
（スマートフォン対応可）

●犯罪被害給付制度の運用状況

● 対象となる犯罪被害
　本制度による給付金の支給の対象となる犯罪は、日
本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空
機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に
当たる犯罪行為（過失犯を除く。）による死亡、重傷病
又は障害であり、緊急避難による行為、心神喪失者又
は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が
罰せられない場合も、対象に含まれます。
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❸ 経済的負担の軽減に資する支援

国外犯罪被害弔慰金等支給制度

　国外犯罪被害弔慰金等支給制度は、国外に
おいて不慮の犯罪被害を受けた被害者等に対
して、国が弔慰金や見舞金を支給するもので
す。具体的には、国外において犯罪被害を受け
死亡した日本国民（日本国外の永住者を除
く。）の遺族（犯罪行為の発生時、日本国籍を
有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を
除く。）に対して国外犯罪被害弔慰金（200万
円）を、障害（障害等級第一級相当）を負った日
本国民に対して国外犯罪被害見舞金（100万
円）をそれぞれ支給することとしています。
　また、本制度の対象となる犯罪被害は、日本
国外において行われた人の生命又は身体を害
する行為（※）のうち、当該行為が日本国内にお
いて行われた場合に、日本国の法令によれば罪
に当たるもの（正当行為、正当防衛及び過失は
除く。）による死亡又は障害です。
　国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようと
する方は、都道府県公安委員会に申請して支給
の裁定を受ける必要がありますが、日本国内に
住所を有していない方については、領事官経由
で申請することも可能です。
※　日本国外にある日本船舶又は日本航空機
内において行われたものは本制度の対象では
なく、犯罪被害給付制度の対象となります。

年度
区分 30年度 元年度

申請に係る犯罪被害者数（人）
（申請者数（人））

386
（455）

385
（470）

裁定に係る犯罪被害者数（人）
（裁定件数（件））

329
（370）

375
（461）

支給裁定に係る犯罪被害者数（人）
（裁定件数（件））

295
（332）

316
（393）

不支給裁定に係る犯罪被害者数（人）
（裁定件数（件））

34
（38）

59
（68）

裁定金額（百万円） 724 1,029
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地域警察官による犯罪被害者等訪問・連絡活動
　交番等の地域警察官は、その受持ち地区に居住する
犯罪被害者等の再被害を予防し、その不安感を解消す
るため、犯罪被害者等の要望に基づき訪問・連絡活動を
実施しています。
　この訪問・連絡活動では、

　犯罪被害者本人からの申告が期待しにくく、被害が潜
在化しやすい犯罪を早期に認知して検挙に結び付けるた
め、警察庁の委託を受けた民間団体が、一定の犯罪等に
係る通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対
して情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」を運用してい
ます。
　現在は、暴力団が関与する犯罪、犯罪インフラ、薬物・拳
銃事犯、特殊詐欺、少年福祉犯罪、児童虐待事案、人身取
引事犯等を通報対象事案として、犯人の検挙や犯罪被害
者等の早期保護に役立てています。

　犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行
為により、亡くなられた犯罪被害者のご遺族（第一順位遺
族）や重傷病を負い、又は身体に障害が残った犯罪被害者
に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害等を
早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生
活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害者等
給付金を支給するものです。
　この制度は、通り魔殺人事件被害者のご遺族、犯罪被害者
学の研究者、弁護士会等から公的な犯罪被害者補償制度の確
立の必要性が主張され、さらに、昭和49年8月30日に発生
した三菱重工ビル爆破事件（死者8人、負傷者380人）等を
契機として、国会、マスコミ等で大きく論議されたことによ
り、犯罪被害者補償制度の確立を求める声が高まったことを
踏まえ、昭和55年5月1日に「犯罪被害者等給付金支給法」
が制定され、昭和56年1月1日から施行されたものです。
　その後、重傷病給付金の創設や支給要件の緩和、親族
間犯罪に係る減額・不支給事由の見直しなど、法令改正
により、犯罪被害給付制度の拡充が図られ、令和4年度
は、366人の犯罪被害者等に対し、約14億8,400万円
の支給裁定を行いました。

等を行っています。また、犯罪被害者等の要望を受け、周
辺のパトロールを行っています。

　警察では、住民からの各種要望及び相談に応じる総合
窓口を警察本部に設置しています。電話による相談に
ついても、全国統一の警察相談専用電話「＃9110」番
を設置しており、警察本部の相談総合窓口につながるよ
うになっています。また、このような総合的な相談に加
え、犯罪被害者等のニーズに応じて、性犯罪被害相談、
少年相談、消費者被害相談等個別の相談窓口を設けて
います。

　犯罪により大きな精神的被害を受けた犯罪被害者等
に対しては、心理学的立場からの専門的なカウンセリン
グが必要となることがあります。そこで、警察では、その
精神的被害を軽減するため、

等により、犯罪被害者等のための相談・カウンセリング体
制を整備しています。
　また、被害少年に対しては、専門職員（少年補導職員）
が部外専門家等の助言を受けながら、カウンセリングを
実施しています。

369
（440）

296
（377）

263
（338）

33
（39）
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❶ 相談・捜査の過程における犯罪被害者等への配慮及び情報提供

2年度

381
（443）

334
（396）

288
（347）

46
（49）

1,009

3年度

375
（445）

403
（477）

366
（439）

37
（38）

1,484

4年度

※　裁定金額について、百万円以下は四捨五入で整理。



犯罪被害者等給付金

○「仮給付金」の支給○ 給付金の減額、調整○ 給付金支給裁定の
　 申請

○ 給付金の算定方法

〔犯罪被害給付制度の概要〕

◎ 対象となる犯罪被害 ◎ 給付金の支給が受けられる
犯罪被害者又は遺族の資格　

◎ 犯罪被害者等給付金の性格
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● 給付金の種類と額
　給付金には、死亡した犯罪被害者のご遺族に対して支
給される「遺族給付金」と、犯罪行為により重大な負傷又
は疾病を受けた方に対して支給される「重傷病給付金」、
身体に障害が残った方に対して支給される「障害給付金」
の3種類があり、いずれも一時金として支給されます。
　遺族給付金と障害給付金の額は、犯罪被害者の年齢
や勤労による収入額などに基づいて算定されます。

　重傷病給付金は、保険診療による自己負担相当額と
休業損害を考慮した額の合算額が支給されますが、療養
の期間が１か月以上で、かつ、入院期間が３日以上であ
ること（犯罪被害に起因するＰＴＳＤなどの精神疾患の場
合には、その症状の程度が、療養の期間が１か月以上で、
かつ、３日以上労務に服することができない程度の場合
には、入院期間がなくても対象となります。）が必要で、
給付金の支給対象期間は３年を限度としています。

　日本国内又は日本国外にある
日本船舶若しくは日本航空機内に
おいて行われた人の生命又は身
体を害する罪に当たる行為（過失
犯を除く。）による死亡、重傷病又
は障害をいいます。

　給付金の支給を受けよ
うとする人は、都道府県公
安委員会に申請を行って
ください。受付は、各都道
府県警察本部又は警察署
で行っています。

　給付金の額は、犯罪被
害者の年齢や勤労による
収入の額などに基づいて
算定されます。

　犯人が不明であるなど、
速やかに裁定を行うことが
できない事情があるとき
は、仮給付金が支給されま
す。

　日本国籍を有する人又は日本国
内に住所を有する人です。外国籍
の人であっても当該被害の原因と
なった犯罪行為が行われた時にお
いて、日本国内に住所を有してい
た人については支給の対象となり
ます。

　犯罪被害者等給付金には、遺族
給付金、重傷病給付金及び障害給
付金の３種類があり、いずれも国
から一時金として給付金が支給さ
れます。

◎　支給額
　　犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の
人数に応じて算出した額
　○　一定の生計維持関係遺族がいる場合
　　　2,964.5万円～872.1万円

（生計維持関係遺族に８歳未満の遺児がいる場合
は、その年齢・人数に応じて上記額に加算）

　○　上記以外の場合
　　　1,210万円～320万円
※　犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷
又は疾病から３年間における保険診療による医療費
の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合計額
を加算
※　第一順位の遺族が二人以上いるときは、その人数
で除した額

◎支給を受けられる人
　亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族

◎支給を受けられる遺族の範囲と順位
１　①配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った人を含む。）
２　犯罪被害者の収入によって生計を維持してい

た犯罪被害者の
　　　②子　③父母　④孫　⑤祖父母　⑥兄弟姉妹
３　２に該当しない犯罪被害者の
　　　⑦子　⑧父母　⑨孫　⑩祖父母　⑪兄弟姉妹
※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
※例～亡くなった犯罪被害者に①配偶者及び②子がいな
い場合は、③父母が第一順位となります。

重傷病給付金
◎　支給額
　　負傷又は疾病から３年間における保険診療に
よる医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮
した額を合算した額
　　上限：120万円

◎支給を受けられる人
犯罪行為によって、重傷病（療養の期間が１か月
以上で、かつ、入院３日以上を要する負傷又は疾
病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の
期間が１か月以上で、かつ、その症状の程度が３
日以上労務に服することができない程度であるこ
とを要する。）を負った犯罪被害者本人。

障害給付金
◎　支給額
　　犯罪被害者の収入と残った障害の程度に応じ
て算出した額
○　重度の障害（障害等級第１級～第３級）が
残った場合

　　　3,974.4万円～1,056万円
　○　上記以外の場合
　　　1,269.6万円～18万円

◎支給を受けられる人
障害が残った犯罪被害者本人

◎「障害」とは
負傷又は疾病が治ったとき（その症状が固定した
ときを含む。）における身体上の障害（精神疾患
によるものを含む。）で、障害等級第１級から第
14級までに該当する程度をいい、具体的には国
家公安委員会規則で定められています。
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　 申請

○ 給付金の算定方法

〔犯罪被害給付制度の概要〕

◎ 対象となる犯罪被害 ◎ 給付金の支給が受けられる
犯罪被害者又は遺族の資格　

◎ 犯罪被害者等給付金の性格

3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

● 給付金の種類と額
　給付金には、死亡した犯罪被害者のご遺族に対して支
給される「遺族給付金」と、犯罪行為により重大な負傷又
は疾病を受けた方に対して支給される「重傷病給付金」、
身体に障害が残った方に対して支給される「障害給付金」
の3種類があり、いずれも一時金として支給されます。
　遺族給付金と障害給付金の額は、犯罪被害者の年齢
や勤労による収入額などに基づいて算定されます。

　重傷病給付金は、保険診療による自己負担相当額と
休業損害を考慮した額の合算額が支給されますが、療養
の期間が１か月以上で、かつ、入院期間が３日以上であ
ること（犯罪被害に起因するＰＴＳＤなどの精神疾患の場
合には、その症状の程度が、療養の期間が１か月以上で、
かつ、３日以上労務に服することができない程度の場合
には、入院期間がなくても対象となります。）が必要で、
給付金の支給対象期間は３年を限度としています。

親族の間で行われた犯罪（親族関係が破綻して
いたと認められる事情がある場合等を除く）

労災保険などの公的給付や損害賠償を受けた場合

犯罪被害の原因が犯罪被害者にもあるような場合

　　　

遺族給付金

　日本国内又は日本国外にある
日本船舶若しくは日本航空機内に
おいて行われた人の生命又は身
体を害する罪に当たる行為（過失
犯を除く。）による死亡、重傷病又
は障害をいいます。

　給付金の支給を受けよ
うとする人は、都道府県公
安委員会に申請を行って
ください。受付は、各都道
府県警察本部又は警察署
で行っています。

　給付金の額は、犯罪被
害者の年齢や勤労による
収入の額などに基づいて
算定されます。

　犯人が不明であるなど、
速やかに裁定を行うことが
できない事情があるとき
は、仮給付金が支給されま
す。

　犯罪によって被害を受
けた場合でも、親族間で行
われた犯罪や犯罪被害者
にも原因がある場合には、
給付金の全部又は一部が
支給されないことがありま
す。また、労災保険などの
公的補償を受けた場合や
損害賠償を受けた場合は、
その額と給付金の支給額
とが調整されます。

　日本国籍を有する人又は日本国
内に住所を有する人です。外国籍
の人であっても当該被害の原因と
なった犯罪行為が行われた時にお
いて、日本国内に住所を有してい
た人については支給の対象となり
ます。

　犯罪被害者等給付金には、遺族
給付金、重傷病給付金及び障害給
付金の３種類があり、いずれも国
から一時金として給付金が支給さ
れます。

◎　支給額
　　犯罪被害者の収入とその生計維持関係遺族の
人数に応じて算出した額
　○　一定の生計維持関係遺族がいる場合
　　　2,964.5万円～872.1万円

（生計維持関係遺族に８歳未満の遺児がいる場合
は、その年齢・人数に応じて上記額に加算）

　○　上記以外の場合
　　　1,210万円～320万円
※

※　第一順位の遺族が二人以上いるときは、その人数
で除した額

◎支給を受けられる人
　亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族

◎支給を受けられる遺族の範囲と順位
１　①配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った人を含む。）
２　犯罪被害者の収入によって生計を維持してい

た犯罪被害者の
　　　②子　③父母　④孫　⑤祖父母　⑥兄弟姉妹
３　２に該当しない犯罪被害者の
　　　⑦子　⑧父母　⑨孫　⑩祖父母　⑪兄弟姉妹
※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
※例～亡くなった犯罪被害者に①配偶者及び②子がいな
い場合は、③父母が第一順位となります。

重傷病給付金
◎　支給額

　　上限：120万円

◎支給を受けられる人
犯罪行為によって、重傷病（療養の期間が１か月
以上で、かつ、入院３日以上を要する負傷又は疾
病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の
期間が１か月以上で、かつ、その症状の程度が３
日以上労務に服することができない程度であるこ
とを要する。）を負った犯罪被害者本人。

障害給付金
◎　支給額
　　犯罪被害者の収入と残った障害の程度に応じ
て算出した額
○　重度の障害（障害等級第１級～第３級）が
残った場合

　　　3,974.4万円～1,056万円
　○　上記以外の場合
　　　1,269.6万円～18万円

◎支給を受けられる人
障害が残った犯罪被害者本人

◎「障害」とは
負傷又は疾病が治ったとき（その症状が固定した
ときを含む。）における身体上の障害（精神疾患
によるものを含む。）で、障害等級第１級から第
14級までに該当する程度をいい、具体的には国
家公安委員会規則で定められています。
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又は疾病から３年を経過するまでの保険診療による
医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の
合計額を加算
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重傷病給付金
◎　支給額

　　上限：120万円

◎支給を受けられる人
犯罪行為によって、重傷病（療養の期間が１か月
以上で、かつ、入院３日以上を要する負傷又は疾
病。PTSD等の精神疾患である場合には、療養の
期間が１か月以上で、かつ、その症状の程度が３
日以上労務に服することができない程度であるこ
とを要する。）を負った犯罪被害者本人。

障害給付金
◎　支給額
　　犯罪被害者の収入と残った障害の程度に応じ
て算出した額
○　重度の障害（障害等級第１級～第３級）が
残った場合

　　　3,974.4万円～1,056万円
　○　上記以外の場合
　　　1,269.6万円～18万円

◎支給を受けられる人
障害が残った犯罪被害者本人

◎「障害」とは
負傷又は疾病が治ったとき（その症状が固定した
ときを含む。）における身体上の障害（精神疾患
によるものを含む。）で、障害等級第１級から第
14級までに該当する程度をいい、具体的には国
家公安委員会規則で定められています。
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　犯罪によって被害を受け
た場合でも、親族間で行わ
れた犯罪や犯罪被害者にも
原因がある場合等には、給
付金の全部又は一部が支給
されないことがあります。
また、労災保険などの公的
補償を受けた場合や損害賠
償を受けた場合は、その額
と給付金の支給額とが調整
されます。

　犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、負傷
又は疾病から３年を経過するまでの保険診療による
医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の
合計額を加算

　負傷又は疾病から３年を経過するまでの保険
診療による医療費の自己負担相当額と休業損害
を考慮した額を合算した額

　また、遺族給付金についても、犯罪行為により生じた
負傷又は疾病について犯罪被害者が死亡前に診療を受
けた場合には、その負傷又は疾病から３年を経過するま
での保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損
害を考慮した額の合算額が加算されて支給されます。
　なお、犯罪行為によって被害を受けた場合でも

等については、都道府県公安委員会の裁定により、給付
金の全部又は一部が支給されないことがあります。
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〔犯罪被害者等給付金の申請・請求の流れ〕

申請に必要な書類（例）
１　亡くなられた方の死亡の年月日等を
　 証明できる書類
２　亡くなられた方との続柄を明らかに
　 できる戸籍謄本又は抄本
３　住民票の写し
４　亡くなられた方の収入で生計を維持
　 していた事実を証明できる書類
５　亡くなられた方の収入を証明できる
　 書類
６　亡くなられた方の医療費の自己負担
　 額を証明できる書類
７　亡くなられた方の休業日の数を証明
　 できる書類

　 等

申請に必要な書類（例）
１　身体上の障害の部位及び状態に関
　  する医師等の診断書
２　収入を証明できる書類

　 等

申請に必要な書類（例）
１　重傷病を負ったことを証明できる診
　 断書等
２　被保険者証の写し
３　医療費の自己負担額を証明できる書
　 類
４　休業日の数を証明できる書類
５　収入を証明できる書類

　 等

支給裁定申請の手続支給裁定申請の手続

遺族給付金の
申請・請求

重傷病給付金の
申請・請求

障害給付金の
申請・請求

生
発
の
害
被
罪
犯

生
発
の
害
被
罪
犯

定
裁
る
よ
に
会
員
委
安
公
県
府
道
都

3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

申請の制限

審査請求
　裁定内容に不服がある場合は、
通知書を受け取った日の翌日から
起算して３か月以内に国家公安委
員会に審査請求をすることができ
ます。

給付金を受ける権利の
時効
　犯罪被害者等給付金の
支給を受ける権利は、２年
間請求を行わないときに
は、消滅します。

給付金が振り込ま
れると、国庫金振
込通知書が送付
されます。

裁定とは
　都道府県公安委員会が支給に係
る法定要件を確認するとともに、犯
罪被害に関する事実関係などを明
らかにし、給付金を支給するか否か
を決める行政行為です。

犯罪被害者等給付金
支払請求書の提出
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3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

〔犯罪被害者等給付金の申請・請求の流れ〕

申請に必要な書類（例）
１　亡くなられた方の死亡の年月日等を
　 証明できる書類
２　亡くなられた方との続柄を明らかに
　 できる戸籍謄本又は抄本
３　住民票の写し
４　亡くなられた方の収入で生計を維持
　 していた事実を証明できる書類
５　亡くなられた方の収入を証明できる
　 書類
６　亡くなられた方の医療費の自己負担
　 額を証明できる書類
７　亡くなられた方の休業日の数を証明
　 できる書類

　 など

申請に必要な書類（例）
１　身体上の障害の部位及び状態に関
　  する医師等の診断書
２　収入を証明できる書類

　 など

申請に必要な書類（例）
１　重傷病を負ったことを証明できる診
　 断書等
２　被保険者証の写し
３　医療費の自己負担額を証明できる書
　 類
４　休業日の数を証明できる書類
５　収入を証明できる書類

　 など

支給裁定申請の手続支給裁定申請の手続

遺族給付金の
申請・請求

重傷病給付金の
申請・請求

障害給付金の
申請・請求

生
発
の
害
被
罪
犯

生
発
の
害
被
罪
犯

申請の制限
　犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又
は障害の発生を知った日から２年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又
は障害が発生した日から７年を経過したときは、できません。
　ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されてい
たことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったとき
は、その理由のやんだ日から６か月以内に限り、申請をすることができます。

審査請求
　裁定内容に不服がある場合は、
通知書を受け取った日の翌日から
起算して３か月以内に国家公安委
員会に審査請求をすることができ
ます。

給付金を受ける権利の
時効
　犯罪被害者等給付金の
支給を受ける権利は、２年
間請求を行わないときに
は、消滅します。

給付金が振り込ま
れると、国庫金振
込通知書が送付
されます。

裁定とは

犯罪被害者等給付金
支払請求書の提出

　犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病若
しくは障害の発生を知った日から２年を経過したとき、又は当該死亡、重傷
病若しくは障害が発生した日から７年を経過したときは、できません。
　ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されてい
たことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったとき
は、その理由のやんだ日から６か月以内に限り、申請をすることができます。

　都道府県公安委員会が支給に係
る法定要件を確認するとともに、犯
罪被害に関する事実関係等を明ら
かにし、給付金を支給するか否かを
決める行政行為です。

都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
裁
定
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〔犯罪被害者等給付金の申請・請求の流れ〕

申請に必要な書類（例）
１　亡くなられた方の死亡の年月日等を
　 証明できる書類
２　亡くなられた方との続柄を明らかに
　 できる戸籍謄本又は抄本
３　住民票の写し
４　亡くなられた方の収入で生計を維持
　 していた事実を証明できる書類
５　亡くなられた方の収入を証明できる
　 書類
６　亡くなられた方の医療費の自己負担
　 額を証明できる書類
７　亡くなられた方の休業日の数を証明
　 できる書類

　 等

申請に必要な書類（例）
１　身体上の障害の部位及び状態に関
　  する医師等の診断書
２　収入を証明できる書類

　 等

申請に必要な書類（例）
１　重傷病を負ったことを証明できる診
　 断書等
２　被保険者証の写し
３　医療費の自己負担額を証明できる書
　 類
４　休業日の数を証明できる書類
５　収入を証明できる書類

　 等

支給裁定申請の手続支給裁定申請の手続

遺族給付金の
申請・請求

重傷病給付金の
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障害給付金の
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3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

申請の制限

審査請求
　裁定内容に不服がある場合は、
通知書を受け取った日の翌日から
起算して３か月以内に国家公安委
員会に審査請求をすることができ
ます。

給付金を受ける権利の
時効
　犯罪被害者等給付金の
支給を受ける権利は、２年
間請求を行わないときに
は、消滅します。

給付金が振り込ま
れると、国庫金振
込通知書が送付
されます。

裁定とは
　都道府県公安委員会が支給に係
る法定要件を確認するとともに、犯
罪被害に関する事実関係などを明
らかにし、給付金を支給するか否か
を決める行政行為です。

犯罪被害者等給付金
支払請求書の提出
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3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

〔犯罪被害者等給付金の申請・請求の流れ〕

申請に必要な書類（例）
１　亡くなられた方の死亡の年月日等を
　 証明できる書類
２　亡くなられた方との続柄を明らかに
　 できる戸籍謄本又は抄本
３　住民票の写し
４　亡くなられた方の収入で生計を維持
　 していた事実を証明できる書類
５　亡くなられた方の収入を証明できる
　 書類
６　亡くなられた方の医療費の自己負担
　 額を証明できる書類
７　亡くなられた方の休業日の数を証明
　 できる書類

　 など

申請に必要な書類（例）
１　身体上の障害の部位及び状態に関
　  する医師等の診断書
２　収入を証明できる書類

　 など

申請に必要な書類（例）
１　重傷病を負ったことを証明できる診
　 断書等
２　被保険者証の写し
３　医療費の自己負担額を証明できる書
　 類
４　休業日の数を証明できる書類
５　収入を証明できる書類

　 など

支給裁定申請の手続支給裁定申請の手続

遺族給付金の
申請・請求

重傷病給付金の
申請・請求

障害給付金の
申請・請求
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発
の
害
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生
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申請の制限
　犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又
は障害の発生を知った日から２年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又
は障害が発生した日から７年を経過したときは、できません。
　ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されてい
たことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったとき
は、その理由のやんだ日から６か月以内に限り、申請をすることができます。

審査請求
　裁定内容に不服がある場合は、
通知書を受け取った日の翌日から
起算して３か月以内に国家公安委
員会に審査請求をすることができ
ます。

給付金を受ける権利の
時効
　犯罪被害者等給付金の
支給を受ける権利は、２年
間請求を行わないときに
は、消滅します。

給付金が振り込ま
れると、国庫金振
込通知書が送付
されます。

裁定とは

犯罪被害者等給付金
支払請求書の提出

　犯罪被害者等給付金の支給裁定申請は、犯罪行為による死亡、重傷病若
しくは障害の発生を知った日から２年を経過したとき、又は当該死亡、重傷
病若しくは障害が発生した日から７年を経過したときは、できません。
　ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されてい
たことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったとき
は、その理由のやんだ日から６か月以内に限り、申請をすることができます。

　都道府県公安委員会が支給に係
る法定要件を確認するとともに、犯
罪被害に関する事実関係等を明ら
かにし、給付金を支給するか否かを
決める行政行為です。
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〔国外犯罪被害弔慰金等支給制度の概要〕 〔国外犯罪被害弔慰金等の申請・請求の流れ〕

弔慰金等が振り込まれると、国庫
金振込通知書が送付されます。

支給額
100万円

国外犯罪被害障害見舞金
国外犯罪被害の発生

※国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害
１　両眼が失明したもの
２　咀嚼（そしゃく）及び言語の機能を廃したもの
３　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要
するもの
４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
５　両上肢を肘関節以上で失ったもの
６　両上肢の用を全廃したもの
７　両下肢を膝関節以上で失ったもの
８　両下肢の用を全廃したもの
９　精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障
害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額
200万円

国外犯罪被害弔慰金

●支給を受けられる方
　亡くなられた国外犯罪被害者の第一順位の遺族

●支給を受けられる遺族の範囲と順位
１　①国外犯罪被害者の配偶者（事実上婚姻
　関係と同様の事情にあった者を含む。）
２　国外犯罪被害者の収入によって生計を維
　持していた国外犯罪被害者の
　　　②子　③父母　④孫　⑤祖父母　
   　　⑥兄弟姉妹
３　２に該当しない国外犯罪被害者の
　　　⑦子　⑧父母　⑨孫　⑩祖父母　
   　　⑪兄弟姉妹

※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
※例～亡くなられた国外犯罪被害者に①配偶者及び②子が
　いない場合は、③父母が第一順位となります。
※国外犯罪被害者一人当たり総額２００万円で、第一順位遺
　族が二人以上いるときは、その人数で除した額となり
　ます。

●支給を受けられる方
　障害が残った国外犯罪被害者本人

●「障害」とは
　負傷又は疾病が治ったとき（その症状が固定
したときを含む。）における身体または精神の障
害で、法で定められるもの（労働者災害補償保
険制度における障害等級第１級に相当するも

）※（。すまいいを）の

◆ 対象となる犯罪被害

　

　日本国外（日本国外にある日本船舶または日本航空機内は除きます。）において行われた人の生命または身
体を害する行為のうち、その行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるもの
（過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。）による死亡または障害をいいます。

◆ 国外犯罪被害者の資格
　被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で、
日本国籍を有する方（日本国外に生活の本拠を有し、
その地に永住すると認められる方を除きます。）

◆ 国外犯罪被害者の遺族の資格
　被害の原因となった犯罪行為が行われた時点
で、日本国籍を有する方または日本国内に住所を有
する方

障害が残ったとき 亡くなられたとき

国外犯罪被害弔慰金の
申請・請求

続
手
の
請
申
定
裁
給
支

の
等
金
慰
弔

続
手
給
支

国外犯罪被害障害見舞金の
申請・請求

◎申請に必要な書類（例）
①亡くなられた方の死亡の事実、年
月日を証明できる書類

②亡くなられた方の戸籍の謄本
③申請者の戸籍の謄本
④申請者が第一順位遺族であること
を証明できる書類

　など

◎申請に必要な書類（例）
①障害の部位や状態に関する医師等
の診断書

②障害を負われた方（申請者）の戸
籍の謄本

　など

※申請に必要な書類の詳細については、都
道府県警察本部、在外公館（大使館・
総領事館等）にお問い合わせください

申請する人の地元の警察本部又は地元の領事官

都道府県公安委員会による裁定

都道府県公安委員会

支給裁定

支給裁定通知

不支給裁定

不支給裁定通知

弔慰金等受領口座振込

弔慰金等請求

裁定のための調査

国外犯罪被害弔慰金等
支払請求書の提出

申請の期限
　国外犯罪被害弔慰金等の
申請は、国外において行われ
た犯罪行為による死亡もしく
は障害の発生を知った日から
２年を経過したとき、または
死亡もしくは障害が発生した
日から７年を経過したときは、
することができません。
　ただし、加害者に身体の自
由を不当に拘束されていた
ことなどのやむを得ない理
由により、この期間内に申請
することができなかったとき
は、その理由のやんだ日から
６か月以内に限り、申請をす
ることができます。

審査請求
　裁定内容に不服がある場合
は、通知書を受け取った日の翌
日から起算して３か月以内に国
家公安委員会に審査請求をす
ることができます。

裁定とは
　都道府県公安委員会
が被害に関する事実関
係などを明らかにした
上、支給に関する法律上
の要件を確認し、弔慰金
等を支給するか否かを
決める行政行為です。

海外にお住まいの方の申請先となる公安委員会
①過去に住民基本台帳に記録されたことがある方：日
本国外に住所を移す直前に住民票に記載されていた
住所の所在地を管轄する都道府県公安委員会

②過去に一度も住民基本台帳に記録されたことがない
方：本籍地を管轄する都道府県公安委員会

弔慰金等を受ける権利の時効
　弔慰金等の支給を受ける権
利は、行使できるようになった
時から２年間請求を行わない
ときには、消滅します。

国外犯罪被害弔慰金
支給裁定申請書

国外犯罪被害障害見舞金
支給裁定申請書

3. 犯罪被害者支援のための具体的施策
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〔国外犯罪被害弔慰金等支給制度の概要〕 〔国外犯罪被害弔慰金等の申請・請求の流れ〕

弔慰金等が振り込まれると、国庫
金振込通知書が送付されます。

支給額
100万円

国外犯罪被害障害見舞金
国外犯罪被害の発生

※国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害
１　両眼が失明したもの
２　咀嚼（そしゃく）及び言語の機能を廃したもの
３　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要
するもの
４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
５　両上肢を肘関節以上で失ったもの
６　両上肢の用を全廃したもの
７　両下肢を膝関節以上で失ったもの
８　両下肢の用を全廃したもの
９　精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障
害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額
200万円

国外犯罪被害弔慰金

●支給を受けられる方
　亡くなられた被害者の第一順位の遺族

●支給を受けられる遺族の範囲と順位
１　①被害者の配偶者（事実上婚姻関係と同
様の事情にあった者を含む。）

２　被害者の収入によって生計を維持してい
た被害者の

　　　②子　③父母　④孫　⑤祖父母　
   　　⑥兄弟姉妹
３　２に該当しない被害者の
　　　⑦子　⑧父母　⑨孫　⑩祖父母　
   　　⑪兄弟姉妹

※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
※例～亡くなられた被害者に①配偶者及び②子がいない場
合は、③父母が第一順位となります。

※被害者一人あたり総額２００万円で、第一順位遺族が複数
人いる場合は均等に分割されます。

●支給を受けられる方
　障害が残った被害者本人

●「障害」とは
　負傷又は疾病が治ったとき（その症状が固定
したときを含む。）における身体または精神の障
害で、法で定められるもの（労働者災害補償保
険制度における障害等級第１級に相当するも

）※（。すまいいを）の

◆ 対象となる犯罪被害

　

　日本国外（日本国外にある日本船舶または日本航空機内は除きます。）において行われた人の生命または身
体を害する行為のうち、その行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるもの
（過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。）による死亡または障害をいいます。

◆ 被害者の資格
　被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で、
日本国籍を有する方（日本国外に生活の本拠を有し、
その地に永住すると認められる方を除きます。）

◆ 被害者の遺族の資格
　被害の原因となった犯罪行為が行われた時点
で、日本国籍を有する方または日本国内に住所を有
する方

障害が残ったとき 亡くなられたとき

国外犯罪被害弔慰金の
申請・請求

続
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国外犯罪被害障害見舞金の
申請・請求

◎申請に必要な書類（例）
①亡くなられた方の死亡の事実、年
月日を証明できる書類

②亡くなられた方の戸籍の謄本
③申請者の戸籍の謄本
④申請者が第一順位遺族であること
を証明できる書類

等

◎申請に必要な書類（例）
①障害の部位や状態に関する医師等
の診断書

②障害を負われた方（申請者）の戸
籍の謄本

等

※申請に必要な書類の詳細については、都
道府県警察本部、在外公館（大使館・
総領事館等）にお問い合わせください。

申請する人の地元の警察本部又は地元の領事官

都道府県公安委員会による裁定

都道府県公安委員会

支給裁定

支給裁定通知

不支給裁定

不支給裁定通知

弔慰金等受領口座振込

弔慰金等請求

裁定のための調査

国外犯罪被害弔慰金等
支払請求書の提出

申請の期限

審査請求
　裁定内容に不服がある場合
は、通知書を受け取った日の翌
日から起算して３か月以内に国
家公安委員会に審査請求をす
ることができます。

裁定とは
　都道府県公安委員会
が被害に関する事実関
係などを明らかにした
上、支給に関する法律上
の要件を確認し、弔慰金
等を支給するか否かを
決める行政行為です。

海外にお住まいの方の申請先となる公安委員会
①過去に住民基本台帳に記録されたことがある方：日
本国外に住所を移す直前に住民票に記載されていた
住所の所在地を管轄する都道府県公安委員会

②過去に一度も住民基本台帳に記録されたことがない
方：本籍地を管轄する都道府県公安委員会

弔慰金等を受ける権利の時効
　弔慰金等の支給を受ける権
利は、行使できるようになった
時から２年間請求を行わない
ときには、消滅します。

国外犯罪被害弔慰金
支給裁定申請書

国外犯罪被害障害見舞金
支給裁定申請書

3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

　国外犯罪被害弔慰金等の
申請は、国外において行われ
た犯罪行為による死亡若しく
は障害の発生を知った日から
２年を経過したとき、又は死
亡若しくは障害が発生した日
から７年を経過したときは、す
ることができません。
　ただし、加害者に身体の自
由を不当に拘束されていた
ことなどのやむを得ない理
由により、この期間内に申請
することができなかったとき
は、その理由のやんだ日から
６か月以内に限り、申請をす
ることができます。
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〔国外犯罪被害弔慰金等支給制度の概要〕 〔国外犯罪被害弔慰金等の申請・請求の流れ〕

弔慰金等が振り込まれると、国庫
金振込通知書が送付されます。

支給額
100万円

国外犯罪被害障害見舞金
国外犯罪被害の発生

※国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害
１　両眼が失明したもの
２　咀嚼（そしゃく）及び言語の機能を廃したもの
３　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要
するもの
４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
５　両上肢を肘関節以上で失ったもの
６　両上肢の用を全廃したもの
７　両下肢を膝関節以上で失ったもの
８　両下肢の用を全廃したもの
９　精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障
害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額
200万円

国外犯罪被害弔慰金

●支給を受けられる方
　亡くなられた国外犯罪被害者の第一順位の遺族

●支給を受けられる遺族の範囲と順位
１　①国外犯罪被害者の配偶者（事実上婚姻
　関係と同様の事情にあった者を含む。）
２　国外犯罪被害者の収入によって生計を維
　持していた国外犯罪被害者の
　　　②子　③父母　④孫　⑤祖父母　
   　　⑥兄弟姉妹
３　２に該当しない国外犯罪被害者の
　　　⑦子　⑧父母　⑨孫　⑩祖父母　
   　　⑪兄弟姉妹

※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
※例～亡くなられた国外犯罪被害者に①配偶者及び②子が
　いない場合は、③父母が第一順位となります。
※国外犯罪被害者一人当たり総額２００万円で、第一順位遺
　族が二人以上いるときは、その人数で除した額となり
　ます。

●支給を受けられる方
　障害が残った国外犯罪被害者本人

●「障害」とは
　負傷又は疾病が治ったとき（その症状が固定
したときを含む。）における身体または精神の障
害で、法で定められるもの（労働者災害補償保
険制度における障害等級第１級に相当するも

）※（。すまいいを）の

◆ 対象となる犯罪被害

　

　日本国外（日本国外にある日本船舶または日本航空機内は除きます。）において行われた人の生命または身
体を害する行為のうち、その行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるもの
（過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。）による死亡または障害をいいます。

◆ 国外犯罪被害者の資格
　被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で、
日本国籍を有する方（日本国外に生活の本拠を有し、
その地に永住すると認められる方を除きます。）

◆ 国外犯罪被害者の遺族の資格
　被害の原因となった犯罪行為が行われた時点
で、日本国籍を有する方または日本国内に住所を有
する方

障害が残ったとき 亡くなられたとき

国外犯罪被害弔慰金の
申請・請求
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国外犯罪被害障害見舞金の
申請・請求

◎申請に必要な書類（例）
①亡くなられた方の死亡の事実、年
月日を証明できる書類

②亡くなられた方の戸籍の謄本
③申請者の戸籍の謄本
④申請者が第一順位遺族であること
を証明できる書類

　など

◎申請に必要な書類（例）
①障害の部位や状態に関する医師等
の診断書

②障害を負われた方（申請者）の戸
籍の謄本

　など

※申請に必要な書類の詳細については、都
道府県警察本部、在外公館（大使館・
総領事館等）にお問い合わせください

申請する人の地元の警察本部又は地元の領事官

都道府県公安委員会による裁定

都道府県公安委員会

支給裁定

支給裁定通知

不支給裁定

不支給裁定通知

弔慰金等受領口座振込

弔慰金等請求

裁定のための調査

国外犯罪被害弔慰金等
支払請求書の提出

申請の期限
　国外犯罪被害弔慰金等の
申請は、国外において行われ
た犯罪行為による死亡もしく
は障害の発生を知った日から
２年を経過したとき、または
死亡もしくは障害が発生した
日から７年を経過したときは、
することができません。
　ただし、加害者に身体の自
由を不当に拘束されていた
ことなどのやむを得ない理
由により、この期間内に申請
することができなかったとき
は、その理由のやんだ日から
６か月以内に限り、申請をす
ることができます。

審査請求
　裁定内容に不服がある場合
は、通知書を受け取った日の翌
日から起算して３か月以内に国
家公安委員会に審査請求をす
ることができます。

裁定とは
　都道府県公安委員会
が被害に関する事実関
係などを明らかにした
上、支給に関する法律上
の要件を確認し、弔慰金
等を支給するか否かを
決める行政行為です。

海外にお住まいの方の申請先となる公安委員会
①過去に住民基本台帳に記録されたことがある方：日
本国外に住所を移す直前に住民票に記載されていた
住所の所在地を管轄する都道府県公安委員会

②過去に一度も住民基本台帳に記録されたことがない
方：本籍地を管轄する都道府県公安委員会

弔慰金等を受ける権利の時効
　弔慰金等の支給を受ける権
利は、行使できるようになった
時から２年間請求を行わない
ときには、消滅します。

国外犯罪被害弔慰金
支給裁定申請書

国外犯罪被害障害見舞金
支給裁定申請書

3. 犯罪被害者支援のための具体的施策
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〔国外犯罪被害弔慰金等支給制度の概要〕 〔国外犯罪被害弔慰金等の申請・請求の流れ〕

弔慰金等が振り込まれると、国庫
金振込通知書が送付されます。

支給額
100万円

国外犯罪被害障害見舞金
国外犯罪被害の発生

※国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害
１　両眼が失明したもの
２　咀嚼（そしゃく）及び言語の機能を廃したもの
３　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要
するもの
４　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
５　両上肢を肘関節以上で失ったもの
６　両上肢の用を全廃したもの
７　両下肢を膝関節以上で失ったもの
８　両下肢の用を全廃したもの
９　精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障
害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

支給額
200万円

国外犯罪被害弔慰金

●支給を受けられる方
　亡くなられた被害者の第一順位の遺族

●支給を受けられる遺族の範囲と順位
１　①被害者の配偶者（事実上婚姻関係と同
様の事情にあった者を含む。）

２　被害者の収入によって生計を維持してい
た被害者の

　　　②子　③父母　④孫　⑤祖父母　
   　　⑥兄弟姉妹
３　２に該当しない被害者の
　　　⑦子　⑧父母　⑨孫　⑩祖父母　
   　　⑪兄弟姉妹

※○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。
※例～亡くなられた被害者に①配偶者及び②子がいない場
合は、③父母が第一順位となります。

※被害者一人あたり総額２００万円で、第一順位遺族が複数
人いる場合は均等に分割されます。

●支給を受けられる方
　障害が残った被害者本人

●「障害」とは
　負傷又は疾病が治ったとき（その症状が固定
したときを含む。）における身体または精神の障
害で、法で定められるもの（労働者災害補償保
険制度における障害等級第１級に相当するも

）※（。すまいいを）の

◆ 対象となる犯罪被害

　

　日本国外（日本国外にある日本船舶または日本航空機内は除きます。）において行われた人の生命または身
体を害する行為のうち、その行為が日本国内において行われたとした場合に、日本の法令では罪に当たるもの
（過失犯、正当行為、正当防衛を除きます。）による死亡または障害をいいます。

◆ 被害者の資格
　被害の原因となった犯罪行為が行われた時点で、
日本国籍を有する方（日本国外に生活の本拠を有し、
その地に永住すると認められる方を除きます。）

◆ 被害者の遺族の資格
　被害の原因となった犯罪行為が行われた時点
で、日本国籍を有する方または日本国内に住所を有
する方

障害が残ったとき 亡くなられたとき
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申請・請求
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国外犯罪被害障害見舞金の
申請・請求

◎申請に必要な書類（例）
①亡くなられた方の死亡の事実、年
月日を証明できる書類

②亡くなられた方の戸籍の謄本
③申請者の戸籍の謄本
④申請者が第一順位遺族であること
を証明できる書類

等

◎申請に必要な書類（例）
①障害の部位や状態に関する医師等
の診断書

②障害を負われた方（申請者）の戸
籍の謄本

等

※申請に必要な書類の詳細については、都
道府県警察本部、在外公館（大使館・
総領事館等）にお問い合わせください。

申請する人の地元の警察本部又は地元の領事官

都道府県公安委員会による裁定

都道府県公安委員会

支給裁定

支給裁定通知

不支給裁定

不支給裁定通知

弔慰金等受領口座振込

弔慰金等請求

裁定のための調査

国外犯罪被害弔慰金等
支払請求書の提出

申請の期限

審査請求
　裁定内容に不服がある場合
は、通知書を受け取った日の翌
日から起算して３か月以内に国
家公安委員会に審査請求をす
ることができます。

裁定とは
　都道府県公安委員会
が被害に関する事実関
係などを明らかにした
上、支給に関する法律上
の要件を確認し、弔慰金
等を支給するか否かを
決める行政行為です。

海外にお住まいの方の申請先となる公安委員会
①過去に住民基本台帳に記録されたことがある方：日
本国外に住所を移す直前に住民票に記載されていた
住所の所在地を管轄する都道府県公安委員会

②過去に一度も住民基本台帳に記録されたことがない
方：本籍地を管轄する都道府県公安委員会

弔慰金等を受ける権利の時効
　弔慰金等の支給を受ける権
利は、行使できるようになった
時から２年間請求を行わない
ときには、消滅します。

国外犯罪被害弔慰金
支給裁定申請書

国外犯罪被害障害見舞金
支給裁定申請書

3. 犯罪被害者支援のための具体的施策

　国外犯罪被害弔慰金等の
申請は、国外において行われ
た犯罪行為による死亡若しく
は障害の発生を知った日から
２年を経過したとき、又は死
亡若しくは障害が発生した日
から７年を経過したときは、す
ることができません。
　ただし、加害者に身体の自
由を不当に拘束されていた
ことなどのやむを得ない理
由により、この期間内に申請
することができなかったとき
は、その理由のやんだ日から
６か月以内に限り、申請をす
ることができます。
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